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令和４年第４回新温泉町教育委員会会議録 

１ 日 時 令和４年４月２５日（月）午前９時４０分～午前１１時１０分  

２ 場 所 浜坂多目的集会施設 会議室 

３ 出席者  西村教育長  

（委 員）宮口教育長職務代理者 中村教育委員 山本教育委員 阪本教育委員 

（事務局）中島こども教育課長 谷渕生涯教育課長、樹岡こども教育課参事 

 吉田こども教育課長補佐兼教育総務係長 

４ 会議録署名委員 阪本教育委員 中村教育委員 

５ 傍聴者 ０人 

６ 議 事 

日程第１ 会期の決定 

日程第２ 会議録署名委員の指名 

日程第３ 前回会議録の承認 

日程第４ 教育長報告及び所管事務報告 

日程第５ 次回新温泉町教育委員会日程について 

 

********    開会 午前９時４０分    ******** 

 

○西村教育長 只今より令和４年第４回新温泉町教育委員会を始めさせていただきます。

本日は、教育委員４名全員の出席ということで、会議は成立しております。 

新年度がスタートしまして、各学校園で希望に満ちあふれた新１年生、新入園児を

迎えて、新たな組織で順調にスタートをしております。ただ、ご連絡させていただ

きましたように、新型コロナウイルス感染により学年閉鎖等になった学校もありま

したが、早い段階でその後大きな広がりを見せることはなく、今、学校、教育活動

がされております。今年度も新型コロナの感染状況を気にしながらの教育活動をし

ていかなければならない、まだまだこの先が見えない状況の中で不安もありますけ

れども、子どもたちの安心安全な学校教育、園教育をしっかりと進めていきたいと

思っております。先ほど、教育委員会事務局の新たなメンバーを紹介したんですけ

れども、教育委員会としましても新しいメンバーでしっかりと新温泉町の教育を進

めていきたいと思っておりますので、教育委員の皆様からご意見を頂戴しながら、

しっかりと共有しながら進めていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお
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願いいたします。 

それでは、日程第１の会期の決定についてです。本日の正午までの１日間としたいと思

いますが、ご異議ございませんか。（「はい」の返事有り）異議なしということで進め

させていただきます。次に日程第２の会議録署名委員の指名ですが、阪本委員と中村委

員にお願いいたします。次に日程第３の前回会議録の承認を宮口教育長職務代理者にお

願いします。 

○宮口教育長職務代理者 簡潔にかつ正確に記載されていたことを報告します。 

○西村教育長 ありがとうございました。それでは、日程第４ 教育長報告及び所管事務

報告に進めさせていただきます。先ず私のほうから教育長報告をさせていただきます。

（別紙「教育長報告」及び議事日程資料１ページを説明） 

○西村教育長 以上で報告を終わります。教育長報告について何かございましたらお願い

いたします。宮口教育長職務代理者。 

○宮口教育長職務代理者 浜坂北小学校の全クラスが閉鎖ということになったんだけ

れども、兄弟の関係で中学校やこども園でも陽性者が出ていると思うんだけれども、

学級閉鎖、学年閉鎖するほどの内容ではないということでよろしいか。 

○西村教育長 吉田課長補佐。 

○吉田課長補佐 学校閉鎖、学級閉鎖の基準というのは、学校の中で感染をさせてい

る可能性があるかどうかということで判断をさせていただいています。具体的に言

えば、陽性者に対して２日遡って登校していたかどうかということが判断基準にな

っています。北小で陽性者が相当数出て、兄弟関係が濃厚接触者になっていますが、

濃厚接触者になると、当然、登校を自粛してもらっています。その兄弟関係で、家

庭内感染で陽性になっても、発症してから２日遡って登校していなければ、それは

学校閉鎖、学級閉鎖をする必要はないという判断をさせていただいています。です

ので、そういう意味で、北小以外でも複数人出ている学校はありますが、そういう

基準の中で閉鎖する必要はないという判断をしたということです。 

○西村教育長 山本委員。 

○山本委員 例えば、インフルエンザなんかの学級閉鎖とか学校閉鎖というのは、学

校医と所属長とが相談して、学校医の先生の助言を受けて閉鎖するんですけど、今、

２日間登校の実績があったかどうかで判断しているということですけど、それは教

育委員会が、一律に判断されているんですか。 

○西村教育長 吉田課長補佐。 
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○吉田課長補佐 この２日前に遡るというのは、厚生労働省が出している基準です。

感染リスクがある期間ということで、発症した時点から２日遡る、無症状の場合は

陽性者の判定が出た日から２日遡るという基準を厚生労働省が今出しています。そ

れに基づいて一定の判断をさせていただいて、最終的には、山本委員がおっしゃっ

たように、校医に相談して決定している、そういう流れになります。 

○西村教育長 どうでしょう。山本委員。 

○山本委員 いろんな学校でコロナの陽性者が出ているということなんですけど、例

えば、欠席者の中に、保護者が学校に行かせるのは怖いので休ませるという判断を

される家庭もあるんじゃないかと思うんですけれども、実際そういうような実態は

あるんですか。 

○西村教育長 あります。樹岡参事。 

○樹岡参事 感染不安で欠席する児童生徒ですけども、学級閉鎖などが行われると数

日休む児童生徒は実際にはおられます。ただ、全国的に見れば、何週間も何か月も

というお子さんがおられるみたいなんですが、本町に関してはそういう児童生徒は

おりません。 

○山本委員 数日間は休まれるということは実際にあるわけですか。 

○樹岡参事 はい。 

○山本委員 前もお尋ねしましたが、そういう事情で休んでいる子どもさんは、出席

停止という扱いで、欠席扱いにはならないということですね。 

○樹岡参事 はい、そのとおりです。 

○山本委員 その場合、学校に「不安なんで休ませます」という連絡があるわけです

か。 

○樹岡参事 そういう場合は、学校で報告を受けているということで聞いております。 

○西村教育長 ほかにいかがでしょうか。よろしければ、次にこども教育課の所管事

務報告をお願いします。 

 ○中島課長 （議事日程資料２～６ページを説明） 

○西村教育長 こども教育課の所管事務報告について説明が終わりました。何かござ

いましたらお願いいたします。山本委員。 

○山本委員 学校給食の異物混入の対応について、１２時１５分ぐらいに、検食中に

職員が見つけたということで、多分、学校というのは、その以降２０分とか３０分

ぐらいから給食が始まりますよね。その見つかった時点で、各校に副菜は食べない
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ように指示を出したという、これは適切な指示だったんだろうなと思いますけど、

中に、もう既に一部食べた児童生徒がいるということですが、何でこんなことにな

ったんでしょうか。 

○西村教育長 中島課長。 

○中島課長 給食の関係ですけども、できる限り早くというようなことで、給食セン

ターから各学校のほうには副菜を食べないように指示をしていたんですけども、そ

の段階で僅かな方が食べられていたと給食センターの所長からは聞いております。 

○吉田課長補佐 山本委員が検食で見つかったと言われましたが、これは検食ではな

くて、１２日の１２時１５分頃、給食センターの職員が喫食中に見つかった状況で

す。そこからどういうものなのか、これがほかに混ざっている可能性があるのかと

いうことを確認し、喫食を止める作業を進めていった状況です。学校によるんです

けど、大体１２時２０分ぐらいから給食を準備して食べ始めるわけですから、どう

しても間に合わなかったということがあったのかなと考えます。 

○西村教育長 一口、二口食べているところに、今、食べないでといって連絡が入っ

て、それを残したというような現状もあったようです。いずれにしても、私のとこ

ろに所長からこういうことがあったんですぐ止めますと連絡があり、すぐに止めて

と言って、そこから動いてのことなんですけど、連絡体制等については、学校との

連携、センターとの連携、教育委員会事務局としての連携等について検証する必要

があるなと思います。この給食に代わるものということで、その後にゼリーを提供

させていただきました。 

○山本委員 食というのは本当に一番気を遣われますし、センターの皆さんも大変だ

と思いますので、こういうトラブルが起きないようお願いします。 

○西村教育長 ほかにいかがでしょうか。中村委員。 

○中村委員 不登校についてなんですが、今回、浜坂中学校の方がプラス３というこ

とで、数的に見れば増えてきているということになるんですが、その中でも気にな

るのが、児童生徒、また保護者の方、関係の方が、悩みを抱えていらっしゃらない

のかなっていうことなんです。つながるところにつながっているのか、相談できる

ところにつながっているのか、一歩でも二歩でも見通しが持てる状況になっている

のか、そういうことが安定的にあれば、一歩一歩動いていくんだろうなと思うんで

すけども、数字で示されているだけでは、何が課題で、どのように動かれているの

かっていうようなことが見えにくい。一人一人対応いただいているとはもちろん思
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うんですが、浜中さんが相対的に多少多いなと思うんですが、何か傾向的なものが

あるならちょっと聞かせてもらえたらなっていうふうに思います。 

○西村教育長 いろいろ取り組んでいますし、小・中の連携というようなことで、い

ろいろ支援の研修を一緒にしたりだとか、教師同士がつながるようなことは取り組

んではいっておりますんですけれども、数字的にはこんな形で出ているっていうの

が現状になります。それぞれ、本人もですし、ご家庭もですし、やっぱり悩んでお

られる方が当然いらっしゃいますし、それに対して学校であれば養護教諭だったり、

もちろん担任もですけども、そこの間を取り持っていただいているＳＳＷの動きが

大きいなと思っております。そのＳＳＷと子ども相談室の指導主事が連携を取りな

がら進めてはいっていますが、本人さんの気持ちとか、ご家族の気持ちとかがあっ

て、なかなか相談室の心理士へつなぎ切れないとか、それを少しずつですけれども

つないでいきたいなということはありますし、健康福祉課と連携を取らないといけ

ないケースもありますので、こういったことはやっぱり連携を取りながら進めては

いっている状況があります。傾向ということでは、学習面でのつまずきとかいうこ

ともあると思いますし、家庭状況もあるでしょうし、本人さんの気持ち、いろんな

ことが重なっているとは思うんですけど。中村委員。 

○中村委員 一人一人、本当に全く当てはまらない、こちらのケースでは大丈夫だっ

たけど、次の人には当てはまらないってことは当然あると思います。環境が少し違

っても、一つ内容が違っても変わってくるっていうのは、いろんな社会の中では当

然だと思います。その中で、人はいい環境をつくることで力になる、力が出るって

いうことは信じていきたいなと思うんです。ＳＳＷの方、また、適応教室の方はも

ちろん頑張っていただいていると思いますが、叶うならば絶対数を増やしていただ

いて、いろんな目で見ながら、回数を持ちながら、もちろん一人一人に対してです

がしっかり対応できるようにお願いしたいなと思います。 

○西村教育長 ありがとうございます。スクールカウンセラーとの連携もありますし、

いろんな手だてを考えていく必要があるなとは思っております。ほかにいかがでし

ょうか。ではここで１０分間の休憩とします。 

   

********    休憩 午前１０時３５分   ******** 

  

********    再開 午前１０時４５分   ******** 
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○西村教育長 再開します。生涯教育課の所管事務報告をお願いします。 

 ○谷渕課長 （議事日程資料 ７～１８ページを説明） 

○西村教育長 生涯教育課の報告が終わりました。生涯教育課の報告について何かご

ざいましたらお願いいたします。中村委員。 

○中村委員 ４月から奥八田地区の公民館がスタートしてまして、館長も就いておら

れます。その中でこの間１回目の運営委員会があったんですけども、あそこに、温

泉公民館の図書室の分館的なものとして、何十冊かずつ借りて設置して貸出しがで

きないかなって思っているんですが、いかがなんでしょうか。 

○西村教育長 谷渕課長。 

○谷渕課長 各地区公民館と図書館との連携を今年度深めていきまして、いろんな場

所で図書に親しむ環境をつくれたらなというふうには館長とも相談しておりまして、

もう既に地区公民館の中に、地元から本を提供していただいて置いている公民館も

ありまして、照来も居組も置かせてもらっているんですけども、子どもさんの利用

が少ないということで、諸寄については検討をさせていただいているところです。

上山エコミュージアムからも図書の提供ができないかという相談を何年かいただい

ていることもありまして、今の件は相談をさせていただきたいと思います。 

○西村教育長 中村委員。 

○中村委員 上山エコにある本は、皆さんの家にあるものを持ち寄ったという感じの

図書で、積極的に手に取るっていうことはないみたいで、新しい本とか、話題の本

とか、そういう本が適宜公民館にあることで、また関係者が普及のためにいろんな

ことをすることで広まっていったらなと思いますし、そうなると、温泉公民館でそ

ろえてらっしゃる新しい本をうまく回していただいて、そこら辺のところが一歩一

歩進めばありがたいなと思っています。ぜひ検討をお願いします。 

○西村教育長 谷渕課長。 

○谷渕課長 図書館のほうでは、移動図書館のときに団体貸出しをしておりまして、

学校や団体に箱１杯とか２杯とかで預けたりしておりますので、そのような感じで、

本の相談、中身は相談させていただいて、団体貸出しということもできるかなと思

いますので、図書館と相談をさせていただきます。 

○西村教育長 加藤文太郎図書館に昨日も行ったんですけども、温泉地域からは、距

離のこともあって、子どもだけで来るっていうことは当然できないので、そういっ

たことも課題の一つにあると思いますので、例えば公民館でそういう本が手に取れ
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るということになれば、図書に親しむことにもつながると思いますので、検討をさ

せていただきたいと思います。ほか、いかがでしょうか。よろしければ次に進めさ

せていただきます。日程第５ その他 に移らせていただきます。次回新温泉町教育

委員会日程について事務局よりお願いします。 

○吉田課長補佐 次回は５月２４日（火）午前９時４５分開始でお願いしたいと思います。

会場は後日お知らせいたします。 

○西村教育長 ご予定はいかがでしょうか。（委員全員了解）それでは次回は５月２４日

（火）午前９時４５分開始でお願いします。それでは、閉会の挨拶を宮口教育長職

務代理者にお願いいたします。 

○宮口教育長職務代理者 コロナの関係がなかなか収まらない状況で、今日の議題の

中にもありましたが、学校の行事予定が秋に延びるとか、あるいは今後のコロナの

状況を見ながら進めていくということで、なかなか落ち着かない状況が続いている

と思います。そういう中で教育委員会も、事務局としても、学校との連携を十分取

りながら、スムーズに、４年度がスタートできますようによろしくお願いしたいと

思います。本当に今日はご苦労さまでした。 

 

********    閉会 午前１１時１０分    ******** 


